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議第４３号 

 

   高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２５年６月３日提出 

 

                         高山市長  國 島  芳 明  

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の改正等に伴い改正しようとする。 

 

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例

等の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布

され、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

防衛省 守屋元事務次官 

利益関係者（「山田洋行」の宮崎元専務）
との在職中の約２００回にもおよぶゴル
フ接待など 
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高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 高山市国民健康保険条例（昭和５６年高山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料

率） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料

率） 

第１３条 一般被保険者に係る基礎賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

第１３条 一般被保険者に係る基礎賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 世帯別平等割 ア又はイに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれア又はイに定め

るところにより算定した額 

⑷ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額 

ア イに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦

課総額の１００の１５に相当する額を

当該年度の初日における一般被保険者

が属する世帯の数から特定同一世帯所

属者（法第６条第８号に該当したこと

により被保険者の資格を喪失した者で

あつて、当該資格を喪失した日の前日

の属する月以後５年を経過する月まで

の間に限り、同日以後継続して同一の

世帯に属する者をいう。以下同じ。）と

同一の世帯に属する一般被保険者が属

する世帯（当該世帯に他の被保険者が

いない場合に限る。以下「特定世帯」

という。）の数に２分の１を乗じて得た

数を控除した数で除して得た額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 

  基礎賦課総額の１００の１５に相当

する額を当該年度の初日における一般

被保険者が属する世帯の数から特定同

一世帯所属者（法第６条第８号に該当

したことにより被保険者の資格を喪失

した者であつて、当該資格を喪失した

日の前日以後継続して同一の世帯に属

する者をいう。以下同じ。）と同一の世

帯に属する一般被保険者が属する世帯

であつて同日の属する月（以下「特定

月」という。）以後５年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。以下「特

定世帯」という。）の数に２分の１を乗

じて得た数と特定同一世帯所属者と同

一の世帯に属する一般被保険者が属す

る世帯であつて特定月以後５年を経過

する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限

る。以下「特定継続世帯」という。）の
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数に４分の１を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額 

イ （略） イ （略） 

 ウ 特定継続世帯 アに定めるところに

より算定した額に４分の３を乗じて得

た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯

別平等割額の算定） 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯

別平等割額の算定） 

第１３条の５の２ 第１３条の２に規定する

世帯別平等割額は、第１号又は第２号に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ第１号又

は第２号に定める額とする。 

第１３条の５の２ 第１３条の２に規定する

世帯別平等割額は、第１号から第３号まで

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第１

号から第３号までに定める額とする。 

⑴ 次号に掲げる世帯以外の世帯 第１３

条第１項第４号アに定めるところにより

算定した額 

⑴ 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世

帯 第１３条第１項第４号アに定めると

ころにより算定した額 

⑵ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 

第１３条第１項第４号イに定めるとこ

ろにより算定した額 

⑵ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯であつて

特定月以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。） 第１３条第１項第４

号イに定めるところにより算定した額 

 ⑶ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯であつて

特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。） 第１３条第１項第４

号ウに定めるところにより算定した額 

  

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額の保険料率） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額の保険料率） 

第１３条の６の６ 一般被保険者に係る後期 第１３条の６の６ 一般被保険者に係る後期
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高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次の

とおりとする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 世帯別平等割 ア又はイに掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれア又はイに定め

るところにより算定した額 

⑷ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額 

ア イに掲げる世帯以外の世帯 後期高

齢者支援金等賦課総額の１００分の１

５に相当する額を当該年度の初日にお

ける一般被保険者が属する世帯の数か

ら特定世帯の数に２分の１を乗じて得

た数を控除した数で除して得た額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  

後期高齢者支援金等賦課総額の１００

分の１５に相当する額を当該年度の初

日における一般被保険者が属する世帯

の数から特定世帯の数に２分の１を乗

じて得た数と特定継続世帯の数に４分

の１を乗じて得た数の合計数を控除し

た数で除して得た額 

イ （略） イ （略） 

 ウ 特定継続世帯 アに定めるところに

より算定した額に４分の３を乗じて得

た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額の世帯別平等割額の算定） 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金

等賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１３条の６の１１ 第１３条の６の７の世

帯別平等割額は、第１号又は第２号に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ第 1 号又は

第２号に定める額とする。 

第１３条の６の１１ 第１３条の６の７の世

帯別平等割額は、第１号から第３号までに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第１号

から第３号までに定める額とする。 

⑴ 次号に掲げる世帯以外の世帯 第１３

条の６の６第１項第４号アに定めるとこ

ろにより算定した額 

⑴ 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世

帯 第１３条の６の６第１項第４号アに

定めるところにより算定した額 

⑵ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 

第１３条の６の６第１項第４号イに定

めるところにより算定した額 

⑵ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯であつて

特定月以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。） 第１３条の６の６第
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１項第４号イに定めるところにより算定

した額 

 ⑶ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属

する退職被保険者の属する世帯であつて

特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。） 第１３条の６の６第

１項第４号ウに定めるところにより算定

した額 

  

附 則 附 則 

（平成２２年度から平成２５年度までの各

年度における一般被保険者に係る基礎賦課

総額の特例） 

（平成２２年度から平成２６年度までの各

年度における一般被保険者に係る基礎賦課

総額の特例） 

７ 平成２２年度から平成２５年度までの各

年度における第９条の３の規定の適用につ

いては、同条第１号中「保健事業に要する

費用の額」とあるのは「保健事業に要する

費用の額、法附則第２６条第１項第１号に

掲げる交付金を交付する事業に係る同条第

２項の規定による拠出金に相当する額及び

同条第１項第２号に掲げる交付金を交付す

る事業に係る同条第２項の規定による拠出

金の２分の１に相当する額」と、同条第２

号中「その他」とあるのは「、法附則第２

６条第１項の規定による交付金その他」と

する。 

７ 平成２２年度から平成２６年度までの各

年度における第９条の３の規定の適用につ

いては、同条第１号中「保健事業に要する

費用の額」とあるのは「保健事業に要する

費用の額、法附則第２６条第１項第１号に

掲げる交付金を交付する事業に係る同条第

２項の規定による拠出金に相当する額及び

同条第１項第２号に掲げる交付金を交付す

る事業に係る同条第２項の規定による拠出

金の２分の１に相当する額」と、同条第２

号中「その他」とあるのは「、法附則第２

６条第１項の規定による交付金その他」と

する。 

  

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

９ 当分の間、第２１条第１項に規定する延

滞金の年７．３パーセントの割合は、同項

の規定にかかわらず、各年の特例基準割合

（各年の前年の１１月３０日を経過する時

９ 当分の間、第２１条第１項に規定する延

滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（当該年
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における日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第１５条第１項第１号の規定により定

められる商業手形の基準割引率に年４パー

セントの割合を加算した割合をいう。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、当該特例基準割

合（当該割合に０．１パーセント未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）とす

る。 

の前年に租税特別措置法第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この

項において同じ。）が年７．３パーセントの

割合に満たない場合には、その年（以下こ

の項において「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４．６パーセント

の割合にあつては当該特例基準割合適用年

における特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．３パー

セントの割合にあつては当該特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセ

ントの割合）とする。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、高山市国民健康保険条例附則第９項の改正

及び附則第３項の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の高山市国民健康保険条例の規定（附則第９項を除く。）は、平成２

５年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２４年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 

３ 改正後の高山市国民健康保険条例附則第９項の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日

以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお

従前の例による。 


